
 

1

有
価
証
券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
三
号
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
投
資
顧
問
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
の
範
囲
） 

 

第
八
条 

法
第
十
九
条
及
び
法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

者
は
、
銀
行
、
証
券
会
社
（
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
第

二
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
以
外
の
者

で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

二 

投
資
顧
問
業
者
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
使
用
人 

三 

投
資
顧
問
業
者
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る

者 イ 

次
に
掲
げ
る
者
が
、
当
該
投
資
顧
問
業
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
（
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出

資
者
の
議
決
権
（
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
、
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項

の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法

（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も

の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
、

自
己
又
は
他
人
（
仮
設
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
義
を
も
つ

て
保
有
し
て
い
る
こ
と
（
(1)
に
掲
げ
る
者
が
信
託
会
社
等
（
信
託
会
社
及
び
信
託
業
務
を
営
む
金
融

機
関
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一

条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
信
託
に
係
る
信
託
財
産
と
し
て
所
有

す
る
株
式
又
は
出
資
に
係
る
議
決
権
（
委
託
者
又
は
受
益
者
が
行
使
し
、
又
は
そ
の
行
使
に
つ
い
て

当
該
信
託
会
社
等
に
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
）
。

 

(1)
～
(6) 

（
略
） 

ロ 

（
略
）.

 

四
・
五 

（
略
） 

 

（
投
資
顧
問
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
の
範
囲
） 

 

第
八
条 

法
第
十
九
条
及
び
法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

者
は
、
銀
行
、
証
券
会
社
（
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
第

二
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
以
外
の
者

で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

二 

投
資
顧
問
業
者
の
役
員
又
は
使
用
人 

 

 

三 

投
資
顧
問
業
者
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る

者 
 

イ 

次
に
掲
げ
る
者
が
、
当
該
投
資
顧
問
業
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
（
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出

資
者
の
議
決
権
（
株
式
会
社
又
は
有
限
会
社
に
あ
つ
て
は
、
商
法 

（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十

八
号
）
第
二
百
十
一
条
ノ
二
第
四
項
に
規
定
す
る
種
類
の
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
を
除
き
、

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
、
自
己
又
は
他
人
（
仮
設
人
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
義
を
も
つ
て
保
有
し
て
い
る
こ
と
（
(1)
に
掲
げ
る
者
が

信
託
会
社
等
（
信
託
会
社
及
び
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い

う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
金
銭

又
は
有
価
証
券
の
信
託
に
係
る
信
託
財
産
と
し
て
所
有
す
る
株
式
又
は
出
資
に
係
る
議
決
権
（
委
託

者
又
は
受
益
者
が
行
使
し
、
又
は
そ
の
行
使
に
つ
い
て
当
該
信
託
会
社
等
に
指
図
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
）
。 

(1)
～
(6) 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

四
・
五 
（
略
） 

 

 

（
禁
止
さ
れ
る
取
引
） 

 

第
九
条 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
取
引
は
、
他
の
顧
客
の
利
益
を
図
る
た
め
特
定
の
顧
客
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
と
す
る
。 

（
禁
止
さ
れ
る
取
引
） 

 

第
九
条 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
取
引
は
、
他
の
顧
客
の
利
益
を
図
る
た
め
特
定
の
顧
客
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
と
す
る
。 

 

 

（
投
資
顧
問
業
者
の
利
害
関
係
人
の
範
囲
） 

 

（
投
資
顧
問
業
者
の
利
害
関
係
人
の
範
囲
） 

 



 

2

第
十
条 
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 
（
略
）.

 

 

第
十
条 

法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
法
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

.
 

 

 

（
外
国
法
人
等
で
あ
る
投
資
顧
問
業
者
の
営
業
所
等
に
係
る
特
例
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

外
国
法
人
等
で
あ
る
投
資
顧
問
業
者
に
対
す
る
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
営
業
報
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
国
内
に
お
け
る
営
業
所
に
係
る
営
業
報
告
書
（
外
国
法
人
等
で

あ
る
投
資
顧
問
業
者
で
国
内
に
営
業
所
を
有
し
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
国
内
に
あ
る
顧
客
を
相
手
方
と

す
る
投
資
顧
問
業
に
係
る
営
業
報
告
書
）
」
と
、
「
三
月
」
と
あ
る
の
は
「
六
月
（
外
国
法
人
等
で
あ
る

投
資
顧
問
業
者
が
、
そ
の
本
国
の
商
業
帳
簿
の
作
成
に
関
す
る
法
令
又
は
慣
行
に
よ
り
、
営
業
報
告
書
を

そ
の
事
業
年
度
経
過
後
六
月
以
内
に
提
出
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
期
間
）
」
と
す
る
。 

 

（
外
国
法
人
等
で
あ
る
投
資
顧
問
業
者
の
営
業
所
等
に
係
る
特
例
） 

 

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

外
国
法
人
等
で
あ
る
投
資
顧
問
業
者
に
対
す
る
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
営
業
報
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
国
内
に
お
け
る
営
業
所
に
係
る
営
業
報
告
書
（
外
国
法
人
等
で

あ
る
投
資
顧
問
業
者
で
国
内
に
営
業
所
を
有
し
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
国
内
に
あ
る
顧
客
を
相
手
方
と

す
る
投
資
顧
問
業
に
係
る
営
業
報
告
書
）
」
と
、
「
三
月
」
と
あ
る
の
は
「
六
月
（
外
国
法
人
等
で
あ
る

投
資
顧
問
業
者
が
、
そ
の
本
国
の
商
業
帳
簿
の
作
成
に
関
す
る
法
令
又
は
慣
行
に
よ
り
、
営
業
報
告
書
を

そ
の
営
業
年
度
経
過
後
六
月
以
内
に
提
出
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
期
間
）
」
と
す
る
。 

 

 

（
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
へ
の
取
引
等
の
公
正
の
確
保
に
係
る
検
査
等
の
権
限
の
委
任
の
内
容
） 

 

第
二
十
二
条 

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
規
定
は
、
法
第
二
十
二
条
及
び
第

三
十
条
の
四
の
規
定
と
す
る
。 

（
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
へ
の
取
引
等
の
公
正
の
確
保
に
係
る
検
査
等
の
権
限
の
委
任
の
内
容
） 

 

第
二
十
二
条 

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
規
定
は
、
法
第
二
十
二
条
及
び
第

三
十
条
の
三
の
規
定
と
す
る
。 

 

 
 

 


